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平成 29年 4月 18日
保健福祉局地域医療課

福岡県による地域医療構想の策定について 

１ 地域医療構想について 

「地域医療構想」は、平成26年の医療法改正により、新たに都道府県が策定するこ
ととされたものであり、同法に基づき都道府県が策定する保健医療計画の一部である。

この地域医療構想は、医療や介護の需要が増加する平成37（2025）年においても、
必要となる医療・介護の提供体制を確保していくために、病床の機能（高度急性期、

急性期、回復期、慢性期）ごとの医療需要と必要病床数を推計し、あるべき医療提供

体制の姿を明らかにするとともに、その実現に必要となる施策を示すものである。

２ 策定体制及び策定の流れ 

※北九州区域：北九州市、中間市、遠賀郡（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町） 
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県医療審議会

地域医療構想調整会議 地域の課題分析、構想達成に向けた施策の協議

地域医療構想策定会議 区域間調整等の協議、素案検討

福 岡 県 調整会議、策定会議の協議を踏まえた素案を策定、医療審議会に諮問

医療審議会 医療計画部会で専門的な見地から素案の調査審議を行い県に答申

策定の流れ 

策定体制図 

現行の 13の二次保健医療圏を構想区域とした
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３ 福岡県地域医療構想策定会議、調整会議、医療審議会等の開催状況 

別紙１「福岡県地域医療構想策定会議、調整会議、医療審議会等の開催状況」〕

参照

４ 福岡県地域医療構想について 

平成 29年 3月 1日策定（3月 6日公示）
別紙２「福岡県地域医療構想」概要版 参照


